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論　　説

日米欧中で通用する	
クレームドラフティング（その２）（完）

　抄　録　米国，欧州及び中国に外国出願する場合，基礎となる日本出願の段階から，可能な限り日本，
米国，欧州及び中国で通用するクレームをドラフティングしたいという要望が近時増えている。この
要望を実現するためには，日本，米国，欧州及び中国におけるクレームの類型やクレーム解釈の考え
方の相違等を踏まえ，さらに，日本，米国，欧州及び中国におけるクレームの記載に関する要件等の
相違を十分に考慮する必要がある。本稿では，これらの相違を踏まえ，日本出願の明細書の実施例の
欄の最後に，日本，米国，欧州及び中国で求められる要件の相違を踏まえた基礎クレームを作成する
と共に，日本，米国，欧州及び中国のそれぞれの国のクレームを，当該基礎クレームから必要なクレ
ームを選択・修正して作成する態様を提案する。

伊 東 忠 重
大 貫 進 介
山 口 昭 則
吉 田 千 秋
鶴 谷 裕 二
加 藤 隆 夫

＊

＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

目　次
1． はじめに
2．   日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範

囲に関する要件
　2．1 保護対象
　2．2 侵害となる行為
　2．3 クレーム解釈の基本的考え方
　2．4 ソフトウエア関連発明
　2．5 機能クレーム
　2．6 プロダクトバイプロセスクレーム
　2．7 まとめ
3． 日米欧中のクレームの記載に関する要件
　3．1 明確性
　3．2 発明の単一性
　3．3 クレーム構造
　3．4 従属形式
　3．5 クレームの個数制限
　3．6 補正の制限（新規事項追加の禁止）
　3．7 実施可能要件

　3．8 サポート要件
　3．9 まとめ
（以上，前号）
4．   日米欧中で通用するクレームドラフティング

の一例
　4．1   日米欧中で通用するクレームドラフティ

ングの基本的な考え方
　4．2   ソフトウエア関連発明分野における具体例

 ＊  弁理士（特定侵害訴訟代理付記），米国パテン
トエージェント　Tadashige ITOH

 ＊＊  伊東国際特許事務所　弁理士（特定侵害訴訟代
理付記）　Shinsuke OHNUKI

 ＊＊＊  伊東国際特許事務所　弁理士　 
Akinori YAMAGUCHI

 ＊＊＊＊  伊東国際特許事務所　弁理士　 
Chiaki YOSHIDA

 ＊＊＊＊＊  伊東国際特許事務所　弁理士　 
Yuji TSURUYA

 ＊＊＊＊＊＊  伊東国際特許事務所　弁理士　Takao KATO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 64　No. 3　2014320

4 ．			日米欧中で通用するクレームドラ
フティングの一例

前編で検討した要件から分かるように，機械
等の分野においては，日米欧中における要件に
さほど差異は無いが，ソフトウエア関連発明等
の分野においては，日米欧中における要件は
様々である。したがって，日米欧中のいずれの
国でもそのまま通用する（日本語クレームの翻
訳作業だけで済む）理想的なクレームを作成す
ることは，各国の要件が異なることから現実的
には困難である。
しかし，以下に提案する方策をとることによ

り，日米欧中の各国用のクレームを容易に作成
することができる。
即ち，先ず，日米欧中のいずれかの国でクレ

ーム中に記載が求められる全てを盛り込んだも
のを基礎クレームとしてドラフティングする。
日米欧中のいずれかの国で求められる要件と
は，例えば，ソフトウエア関連発明における「動
作主体」の記載，欧州で求められる「参照符号」
の記載等をいう。
また，基礎クレームのセットとして，日米欧

中のいずれかの国で保護が認められるクレーム
もドラフティングをする。日米欧中のいずれか
の国で保護が認められるものとは，例えば，「コ
ンピュータプログラム」や「医療行為」をいう。
次いで，この基礎クレームから，その国にお

いて求められていない記載を削除し，また，そ
の国において記載が認められていないクレーム
を削除することにより，各国用のクレームを効
率よく作成することができる。
基礎クレームも各国用クレームも，明細書の

実施例の説明の後に，例えば「上記実施例から，

以下の態様を把握することができる。」等の一
文と共に，クレームのように項立てて記載する。
言うまでもないが，明細書及び図面が基礎クレ
ームのセットをサポートできるよう明細書及び
図面を作成する必要がある。
以下，本章において，まず，日米欧中で通用

するクレームドラフティングの基本的な考え
方，即ち，基礎クレーム及び各国用クレームの
作成の基本的な考え方につき述べる。次いで，
日米欧中における要件の相違が顕著であるソフ
トウエア関連発明の場合を例に，基礎クレーム，
各国用クレームを作成する。
また，日本企業の場合は，先ず日本語で明細

書やクレームを作成し，次いで日本語から英語
又は中国語に翻訳するのが通常であるから，英
語及び中国語への翻訳を意識した日本文の作成
における留意事項も考察する。

4．1　		日米欧中で通用するクレームドラフ
ティングの基本的な考え方

（1）基礎クレームのセット
基礎クレームのセットの作成にあっては，以

下に示す事項に留意する。
１）クレームの解釈及び権利範囲に関する要

件（第２章で検討した要件）
① 保護対象
ソフトウエア関連発明の場合，基礎クレーム

としては，技術的貢献を把握できるクレームを
作成する。さらに，プログラムクレーム，媒体
のクレームも作成する。
また，医療関連発明の場合，基礎クレームと

しては，医療機器のクレームや医療機器の作動
方法のクレームに加え，人間を手術，治療又は
診断する方法のクレームも作成する。
② 侵害となる行為
基礎クレームとしては，消費者である個人の

実施をも含むクレームを作成してもよい。
③ クレーム解釈の基本的考え方

　4．3 翻訳を考慮した日本文の作成
5． まとめ
（以上，本号）
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明細書で明確に定義した用語を基礎クレーム
で用いるようにする。
④ ソフトウエア関連発明の場合，基礎クレ
ームとしては，動作主体を明らかにして，方法
のクレームを作成する。
⑤ 機能クレーム
基礎クレームでは，機能クレームのみならず，
構造的特徴を示すクレームも作成する。
⑥ プロダクトバイプロセスクレーム
可能な限りプロダクトに特徴のあるクレーム
を作成し，プロダクトバイプロセスクレームの
みを作成することにならないよう留意する。
２）クレームの記載に関する要件（第３章で
検討した要件）
① 明確性
まず，明確性については，求められる事項が
最も厳しい国にあわせ，具体的には以下の事項
に留意する。
・クレームの記載が不明確であると判断されな
いよう，明細書又は図面に，クレームの用語に
ついての定義や説明を設ける。
・クレームに，「薄い」「広い」「強い」などの
相対的な文言，「略」，「約」，「およそ」などの
文言，「例えば」，「など」，「好ましくは」など
の任意的特徴を表すための文言，及び商標を使
用しない。
・原則として，クレームに発明の効果を記載し
ない。
・数値限定については，上限及び下限を明確に
示し，必要な場合，明細書において数値の測定
方法を特定する。
・クレームに図面の参照符号を記載すると，権
利解釈において，限定的に解釈されるおそれが
あり権利者に不利になる可能性があるので，基
礎クレームには図面の参照符号を記載するが，
日米中の３ヶ国用のクレームにおいては，図面
の参照符号を削除したものを記載する。
・否定的限定（「除くクレーム」）は原則として

出願時にはクレームに記載しない。
・発明が不明確とならなければ，クレームに選
択的記載（代替的記載）を用いてもよい。
② 発明の単一性
中国ではクレームに記載された発明のSTFは

新規性に加え創造性（進歩性）をも具備するこ
とが求められる。
しかしながら，出願時においては，将来の審
査においてどのような文献が引用されるのかは
明らかではなく，また，出願人は可能な限り広い
範囲の権利の獲得を望んでいるのが通常である。
したがって，クレームに記載された発明の

STFは新規性を有するよう，基礎クレームを作
成すればよいと考える。
③ クレーム構造
ジェプソン型でクレームを記載した場合，プ

リアンブルに記載の事項は従来技術であると判
断する国があることから，基礎クレームとして
は構成要件列挙型で作成する。さらに，クレー
ム発明の全ての限定はクレーム本体に記載し，
プリアンブルにはこれらの限定を記載しないよ
う留意する。
④ 従属形式
例えば，中国ではマルチクレームや，マルチ

クレームに従属するマルチクレームは許されな
いが，基礎クレームとしては，マルチクレーム
や，マルチクレームに従属するマルチクレーム
を作成し，中国等用のクレームについては，こ
れらのクレームを１つのクレームにのみ従属さ
せるよう書き直せばよいと考える。
⑤ クレームの個数制限
基礎クレームとしては，クレームの総数，独

立クレームの総数，及びカテゴリーと独立クレ
ームとの関係につき，特に制限を設けることな
く記載する。
⑥ サポート要件，補正の制限（新規事項追

加の禁止）
当業者が明細書に十分に開示された内容から
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直接的に又は総括的に導出できる発明をクレー
ムに記載し，明細書においてもその内容を開示
する。
さらに，審査段階においてクレームを補正す

る可能性があることに鑑み，当該補正が新規事
項の追加であると判断されないよう，明細書に
は，上位概念，中位概念，下位概念といった階
層的な例を豊富に記載する。
⑦ 実施可能要件
実施可能要件はクレームというより明細書に

求められる記載要件であるが，当業者が明細書
の記載内容に基づいて，クレームに記載された
発明の技術内容を実施することができ，当該発
明の技術的課題を解決でき，予期する技術的効
果が得られるように，明細書にクレーム発明の
内容を明確かつ完全に記載する。

（2）各国用クレーム
各国用クレームとは，上述したように，その

国において求められていない要件を削除し，ま
た，その国において記載が認められていないク
レームを削除することにより作成するクレーム
である。
各国用クレームの記載における留意点は，以

下に示す具体例において説明する。

4．2　		ソフトウエア関連発明分野における
具体例

特許庁審査基準中の事例のうちの「ネットワ
ーク配信記事保存方法」の発明を利用して，各
国用クレームを作成する際に利用する基礎クレ
ームセットと各国用クレームセットの具体例を
以下に記載する。以下の具体例は，広い権利範
囲を追求したものではなく，各国用クレームの
差異を明瞭にするための例であるので，必ずし
も広い権利範囲になっているとは限らないこと
をご理解いただきたい。
具体例に係る発明の概要：ネットワークを介

して配信されたニュース等の情報の全てを保存
するのではなく，配信された情報のうちユーザ
が保存する必要がある情報のみをキーワードに
より選択して保存することにより，情報保存装
置の記憶容量を削減するという技術的効果をも
たらす。
以後，各国別のクレームを例示する。なお，

取り消し線は，表３の基礎クレームから削除す
る部分を示している。

表３　基礎クレームのセット

１．ネットワーク配信情報保存装置（200）が，通信ネット
ワークを介して配信される情報を受信するステップ；
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記の受信さ
れた情報のテキスト中に少なくとも１つのキーワードが存
在するか否かを判断し，該判断に応じてアサート及びネゲ
ートの何れかに定まる制御情報を生成するステップ；及び
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記制御情報
がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて，前記
の受信された情報をメモリ装置（50）に記憶するか否かを
制御するステップ；
　を含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。
２．（動作主体を含まない）クレーム１に記載の方法をコ
ンピュータに実行させるためのプログラム。（欧州用）
３．クレーム２に記載のプログラムを記録した記録媒体。
（欧州用）
４．（動作主体を含まないクレーム１の内容）～ステップ；
～ステップ；をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム。（日本用）
５．（動作主体を含まないクレーム１の内容）～し；～す
る；ことをコンピュータに実行させるためのプログラム
を記録した記録媒体。（米国用，欧州用）
６．通信ネットワークを介して配信される情報を受信す
る受信回路（10）；
　前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも１つ
のキーワードが存在するか否かを判断し，該判断に応じ
てアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生
成する情報保存判断回路（30）；及び
　前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるか
に応じて，前記の受信された情報をメモリ装置（50）に
記憶するか否かを制御する情報保存実行回路（40）；
　を含むネットワーク配信情報保存装置（200）。
７．通信ネットワークを介して配信される情報を受信す
る受信手段（10）；
　前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも１つ
のキーワードが存在するか否かを判断し，該判断に応じ
てアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生
成する情報保存判断手段（30）；及び
　前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるか
に応じて，前記の受信された情報を記憶手段（50）に記
憶するか否かを制御する情報保存実行手段（40）；
　を含むネットワーク配信情報保存装置（200）。
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日本用クレーム（表４）について検討する。
日本は，基礎クレーム１（方法クレーム）にお
いて，人間が動作主体となることを運用で禁じ
ているため，各構成要件に動作主体を明記する
ことが望ましい。なお，ハードウエアが実行す
ることが明白である構成要件には，必ずしも動
作主体を明記する必要はない。図面の引用符号
は，権利範囲を狭く解釈されるおそれがあるた
め記載しない方が望ましい。
また，日本では，基礎クレーム４（プログラ
ムクレーム）が許されるため，基礎クレーム３
（記録媒体クレーム）は削除する。なお，基礎
クレーム４（プログラムクレーム）に代えて，
基礎クレーム１（方法クレーム）に従属する基
礎クレーム２（プログラムクレーム）を記載し
てもよい。
また，日本では，基礎クレーム６（回路を構
成要件とする装置クレーム）よりも，基礎クレ
ーム７（手段を構成要件とする装置クレーム）
が一般的である。装置クレームにおいて，構成
要件がソフトウエアで実現され得る場合には，
「～回路」とするよりも「～手段」又は「～部」
として構成要件を記載することが望ましい。
基礎クレーム１（方法クレーム）に係る受信
側の方法の発明は業としての実施に該当しない
場合があるが，基礎クレーム３（プログラムク
レーム）及び基礎クレーム７（手段を構成要件

とする装置クレーム）を記載することにより，
プログラム又は当該装置の製造，販売等の行為
が業としての実施に該当する。
米国用の方法クレーム（表５）としては，基

礎クレーム１（方法クレーム）において，米国
では不要である動作主体及び参照番号を削除し
たものを用いる。また各段階の末尾に記載され
る「ステップ」の用語も，ステップ・プラス・
ファンクションであると判断される可能性があ
るので削除する。
米国用のプログラム関連クレームとしては，

基礎クレーム５（記録媒体クレーム）を用いる。
米国では，プログラムそのものは認められない
が，記憶媒体は認められる。米国用の装置クレ
ームとしては，基礎クレーム６（回路を構成要
件とする装置クレーム）を用いる。「手段」を
構成要件とする装置クレームは，ミーンズプラ
スファンクションと解釈される可能性，ソフト
ウエアそのものと解釈される可能性，等がある
ために好ましくない。

表５　米国用クレーム

１．ネットワーク配信情報保存装置（200）が，通信ネット
ワークを介して配信される情報を受信しするステップ；
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記の受信さ
れた情報のテキスト中に少なくとも１つのキーワードが
存在するか否かを判断し，該判断に応じてアサート及び
ネゲートの何れかに定まる制御情報を生成しするステッ
プ；及び
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記制御情報
がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて，前記
の受信された情報をメモリ装置（50）に記憶するか否かを
制御するステップ；
　ことを含むことを特徴とするネットワーク配信情報保
存方法。

欧州では，ソフトウエア関連発明は，例えば
ビジネスモデルにのみ特徴のある活動をコンピ
ュータが実行する発明は，発明として成立する
ことはなく，必ず技術的効果が必要となるので，
何らかの形で，明細書に技術的効果を記載する
必要がある。

表４　日本用クレーム

１．ネットワーク配信情報保存装置（200）が，通信ネッ
トワークを介して配信される情報を受信するステップ；
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記の受信
された情報のテキスト中に少なくとも１つのキーワード
が存在するか否かを判断し，該判断に応じてアサート及
びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成するステッ
プ；及び
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記制御情
報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて，前
記の受信された情報をメモリ装置（50）に記憶するか否
かを制御するステップ；
　を含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。
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欧州用のクレーム（表６）としては，基礎ク
レーム１（方法クレーム）において，欧州では
要求されていない動作主体を削除したものを用
いる。また各段階の末尾に記載される「ステッ
プ」の用語は，そのまま用いても良いが，削除
してもよい。なお，欧州では，クレームは，ほ
とんどの場合，二部形式が求められるが，二部
形式の前提部分は従来技術を示すので，出願時
は基礎クレームの形式として，拒絶理由通知（サ
ーチレポート）で，先行技術文献の提示を受け
てから二部形式にした方が良い。
また，基礎クレーム６（回路を構成要件とす

る装置クレーム）よりもより広い解釈が可能と
なる基礎クレーム７（手段を構成要件とする装
置クレーム）が好ましい。
なお，１カテゴリー１発明の制約を考慮して，

基礎クレーム２（プログラムクレーム）を基礎
クレーム１（方法クレーム）の従属項とし，基
礎クレーム３（記録媒体クレーム）を基礎クレ
ーム２（プログラムクレーム）の従属項とする
のが好ましい。
また，欧州では信号クレームも許されるので，

信号クレームの方が方法クレームよりも発明を
より的確に表現することができる場合は，基礎
クレームのセットに信号クレームを含める。

表６　欧州用クレーム

１．ネットワーク配信情報保存装置（200）が，通信ネット
ワークを介して配信される情報を受信しするステップ；
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記の受信さ
れた情報のテキスト中に少なくとも１つのキーワードが
存在するか否かを判断し，該判断に応じてアサート及び
ネゲートの何れかに定まる制御情報を生成しするステッ
プ；及び
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記制御情報
がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて，前記
の受信された情報をメモリ装置（50）に記憶するか否かを
制御するステップ；
　ことを含むことを特徴とするネットワーク配信情報保
存方法。

中国では，プログラムクレームは一般に認め

られないが，技術的課題を解決するための技術
的手段を備え，技術的効果をもたらす方法又は
装置の発明は保護され得る。そこで，参照符号
を削除した基礎クレーム４（回路を構成要件と
する装置クレーム）を中国用クレームとして記
載することができる（表７）。

表７　中国用クレーム

１．ネットワーク配信情報保存装置（200）が，通信ネット
ワークを介して配信される情報を受信しするステップ；
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記受信情報
のテキスト中に少なくとも１つのキーワードが存在する
か否かを判断し，該判断に応じてアサート及びネゲート
の何れかに定まる制御情報を生成しするステップ；
　ネットワーク配信情報保存装置（200）が，前記制御情報
がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて，前記受
信情報をメモリ装置（50）に記憶するか否かを制御する；
　ことを含むことを特徴とするネットワーク配信情報保
存方法。

＜勧められないクレーム＞　3．1で述べた明
確性に反する「勧められないクレーム例」を表
８に示す。
上記クレーム例は，送信側のステップ（配信

するステップ）まで含んでいて複数当事者の実
施を要するので，権利行使しにくい。構成要件
を段落分けしておらず分かりにくい。全体的に
読点が少なく，意味を把握しにくい。「手段」
の用語は中国では意味が曖昧となる。「表示手
段が受信した記事」という表現は，「受信した」
の主語が不明確である上，読点も無く，単語同
士の結びつきが不明確となり，表示手段が受信
したものとの誤解が生じやすく誤訳されやす
い。
「キーワード」の個数が不明瞭である。「強い
相関関係」，「速やかに」などの相対的表現等は
明確性を欠く。「前記実行手段」の先行詞であ
るべき実行手段が前記されていない。「好まし
くは」の任意的特徴は不適切である。「フロッ
ピーディスク」は，登録商標である。「存在した」
は，過去の時制であるとの誤解を生じやすい。
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「よりなる」は，closed形式の表現である。「記
憶に使われる記憶容量を削減できる」は，達成
すべき効果の記載である。

表８　勧められないクレーム

１．記事配信サーバ（100）が通信ネットワークを介して記
事を配信するステップと，受信手段（10）が通信ネットワ
ークを介して配信する記事を受信するステップと，表示
手段（20）が受信した記事を表示するステップと，記事保
存判断手段（30）が該記事の文章中に所定のキーワードと
強い相関関係を有する語句が存在するか否かを判断し，
存在した場合にアサートである制御情報を記事保存実行
手段（40）に与えるステップと，前記実行手段（40）が前記
制御情報がアサートである場合に前記受信記事を好まし
くはフロッピーディスクである記事記憶手段（50）に速や
かに記憶するステップとよりなることにより，記憶に使
われる記憶容量を削減できるネットワーク配信記事保存
方法。

4．3　翻訳を考慮した日本文の作成

明細書及びクレームは，英語や中国語などの
他の言語に翻訳されるので，誤訳の生じにくい
日本語で書かれていることが好ましい。大前提
として，意味が明確で分かり易い日本語を書く
ことが，誤訳を避けるための必要条件である。
例えば，各文章において，主語及び目的語を明
確に記載する，読点により意味の区切りを明確
にする，等の基本的原則を守るべきである。
しかしながら，一見して意味が明確で分かり
易い日本語であっても，誤訳を避けるためには
十分でない場合がある。例えば，ある技術分野
の専門家にとっては意味が明確な文章であって
も，当該技術分野の専門家ではない翻訳者や，
日本語を理解できる外国人の翻訳者にとって
は，意味が明確でない場合がある。また，日本
語として表面的には意味が明確に見えても，翻
訳するためには情報が不十分である場合もあ
る。ここでは，そのような幾つかの場合につい
て検討し，誤訳の生じにくい文章の書き方につ
いて説明する。

（1）明確でない場合
まず，翻訳者にとって意味が明確でない場合

について検討する。誤訳の生じにくい文章の条
件の１つは，単語同士の結びつきが明確である
ことである。単語同士の結びつきが不明確な場
合，文章の意味が多義的となり，誤訳が発生し
たり，翻訳することが困難となったりする。
例えば，「サーバからクライアントに要求さ

れた信号が送信される」という日本語は，単語
同士の結びつきが不明確である。即ち，「要求
された信号」が「サーバからクライアントに送
信される」のか，あるいは，「サーバからクラ
イアントに要求された信号」が「送信される」
のか，が明確でない。
この例では，「要求する」という動詞と「送

信する」という動詞との２つの同一種の単語が
１つの文の中で用いられているために，単語同
士の結びつき方に多義性が発生している。即ち，
「要求する」という動詞と「送信する」という
動詞との両方が，「サーバからクライアントに」
という方向性を示すフレーズと結びつき得るた
めに，文章の意味が多義的になっている。
このような文章の意味の多義性の有無は，各

単語の意味にも依存する。上記の例において，
「要求」を「増幅」に変更した場合，「サーバか
らクライアントに増幅された信号が送信され
る」という文章となり，この文章の意味は明確
である。このように，文章の構成は同一であっ
ても，各単語の意味に依存して，文章の意味に
多義性が生じたり，生じなかったりする。
翻訳者は，当該分野の技術的内容に熟知した

者であることが好ましい。しかしながら現実に
は，翻訳者が当該分野の専門家ではなかったり，
翻訳者の技術的知識が十分でなかったり，翻訳
者が外国人であったりする場合もある。そのよ
うな場合，単語の意味に依存した単語間の結び
つきの有無を，翻訳時に確実に読み取れない可
能性がある。その結果，上記の「サーバからク
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ライアントに増幅された信号が送信される」と
いう文章を翻訳する場合，「サーバからクライ
アントに増幅された信号」と誤って翻訳してし
まう可能性がある。
したがって，誤訳の生じにくい文章とするた

めには，各単語の意味に依存した単語同士の結
びつきが明確なだけでは不十分であり，文章の
構造として，単語同士の結びつきが明確である
ことが好ましい。
極論としては，文章を短くし，１つの文の中

において，同一種の単語を１つ（例えば動詞を
１つ，名詞を１つ）だけ用いるようにすれば，
多義的な文章を避けることができる。しかし実
際には，同一種の単語を１つだけ用いるような
短い文章が延々と並んだのでは，日本語として
読みにくくなってしまう。したがって，原則と
しては，なるべく短い文章を書くように心掛け
ながら，同一種の単語が複数回現れるような長
さの文章を書く場合には，意味が多義的となら
ないように適宜工夫をすることが好ましい。
最も簡単にできる工夫は，読点を使用するこ

とにより，意味の区切りを示すことである。先
の例で言えば，例えば「サーバからクライアン
トに要求された信号が，送信される」と読点を
打てば，書き手の意図する意味の区切りがある
程度明確になり，誤訳の可能性が小さくなるで
あろう。
しかし，読点だけでは，意味の区切りが十分

に明確ではない場合が多い。文章の意味の多義
性を排除するためには，更なる工夫をすること
が好ましい。
例えば，「サーバからクライアントに信号が

要求されると，当該信号が送信される」等のよ
うに，文章の構造を変えて，読点間での単語間
の直接的な結びつきをなくせば，誤訳の可能性
を更に小さくすることができる。また例えば，
「サーバからクライアントに要求された信号が，
クライアントからサーバに送信される」等のよ

うに，複数の同一種の単語（この場合は動詞）
のそれぞれに同等の修飾を行うようにすれば，
誤訳の可能性を更に小さくすることができる。
後者について更に説明すると，例えば「指紋

センサにより検出された指紋情報及び音声情
報」という文章は，「指紋情報及び音声情報」
が指紋センサにより検出されたもの，即ち
“fingerprint information and audio information 
that are detected by a fingerprint sensor”と
誤訳されてしまう可能性がある。そこで，「指
紋センサにより検出された指紋情報，及びマイ
クにより検出された音声情報」のように，複数
の同一種の単語（この場合は名詞）のそれぞれ
に同等の修飾を行えば，誤訳の可能性を小さく
することができる。

（2）情報が不十分な場合
次に，日本語として表面的には意味が明確に

見えても，翻訳するためには情報が不十分であ
る場合について検討する。日本語の文章の場合，
通常，単数か複数かは明示されない。また，集
合全体を指しているのか否かも明示されないこ
とが多い。そのような日本語の文章を，単数／
複数を明示的に指定し，集合全体を指している
のか否かが明示的である言語（例えば英語）に
翻訳する場合には，情報が不十分となる。
例えば，「複数の電極のうち，ある電極が５

Ｖに設定され，他の電極が４Ｖに設定される」
という日本語の文章は，翻訳するに当たり情報
が十分でない。何故なら，「ある電極」も，「他
の電極」も，１つであるのか複数であるのかが
明確でないからである。英語では，可算名詞に
対して単数か複数かを明示することが通常は必
要になるので，上記の文章を訳すに当たり，推
測したり図面から読み取ったりする作業が必要
になる。
さらには，上記の文章において，「他の電極」

が「他の全ての電極」であるのか否か，即ち「他
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の電極」の集合全体を指しているのか否かも明
確でない。英語の場合には，“other electrodes”
の前に“the”を付けるか否かの選択が必要で
ある。“the”を付ければ「他の全ての電極」の
意味になるし，“the”を付けなければ「他の全
ての電極のうちの全てでない幾つかの電極」と
いう示唆になる。これに関しても，翻訳時には
推測等の作業が必要になる。
したがって，例えば，「複数の電極のうち，
ある１つの電極が５Ｖに設定され，他の全ての
複数の電極が４Ｖに設定される」とか，「複数
の電極のうち，複数個の電極が５Ｖに設定され，
他の電極のうちの複数個が４Ｖに設定される」
等のように，数や集合の境界について明確にし
た日本語を書くことが好ましい。
このように，日本語の言語としての性質上，
書き手の心の中では「数と集合」に対する意識
が希薄になり易い。その結果，日本語の文章に
おいて，それらの情報が十分に表現されない場
合がある。この点を踏まえて，日本語の文章を
書く際には，数や集合の境界に関して常に明確
化することが好ましい。
「数と集合」に関して更に言えば，２つの集合
に属する要素間の対応関係についても，日本語
の文章においては情報が十分に表現されない場
合がある。２つの集合の要素間の対応関係につ
いて記載する際には，一対一の対応関係，一対
多の対応関係，多対多の対応関係の何れである
のか等について，常に明確化することが好ましい。

5 ．	ま と め

以上，本稿では，出願国として選択されるこ
とが多い日米欧中におけるクレーム解釈及び権
利範囲に関する要件，並びにクレームの記載要
件の相違を検討し，その上で，日米欧中で通用
するクレームをどのようにドラフティングした
らよいのかについて考察した。
そして，基礎クレームのセットと各国用クレ

ームという二種類のクレームを作成すること
を，クレームドラフティングの一例として提案
した。その際，日米欧中における要件の相違が
顕著であるソフトウエア関連発明分野における
クレームドラフティングの手法を例示した。
日米欧中の特許要件及び実務は時の経過と共

に変化していくが，そうした状況においても今
回提案した手法が１つの方策として考えられる
であろう。
経済活動のグローバル化及びネットワークの

発達等に伴い，日本のみならず，世界で通用す
る強い特許の取得の必要性が益々高まっている
今日において，各国において強い権利を如何に
効率よく経済的に取得すべきか，という観点か
らクレームドラフティングのあるべき姿を検討
することは非常に大切である。本稿が，会員各
位の権利活動の一助となれば幸いである。

（原稿受領日　2013年11月11日）
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